
平成２７年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No  6 府 省 庁 名  国土交通省        

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
青函トンネル又は本州四国連絡橋に係る鉄道施設に係る課税標準の特例措置の拡充 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 （対象資産）要望：北海道新幹線（青函トンネル）に係る鉄道施設を追加 

現行：津軽海峡線（青函トンネル）又は本四備讃線（本州四国連絡橋）に係る鉄道施設 

 （連乗規定）要望：新幹線特例との連乗を追加 

       現行：新線特例、変電所特例、三島特例と連乗 

 

 

・特例措置の内容 

 

 固定資産税：課税標準１／６ 

 

 

 

 

関係条文 

地方税法第３４９条の３第１４項 

地方税法施行令第５２条の５の２ 

地方税法施行規則第１１条の６ 

減収 

見込額 

［初年度］  ０  （  ▲２，２２８ ）  ［平年度］ ▲１５０（  ▲２，１１１  ） 

［改正増減収額］ －                            （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

青函トンネルの維持・活用を図り、本州・北海道間の交流を確保し、地域の振興を目指す。 
 

 

（２）施策の必要性 

 青函トンネルに係る鉄道施設は、国土開発及び地域振興に重要な意義を有する国家的プロジェクトであり、

公共的性格が極めて高いこと、国鉄再建監理委員会意見においても税制上特段の配慮を求めていること等を

勘案し、他の新線特例等と連乗して特例措置が講じられているところである。 

 今般、開業する北海道新幹線は、青函トンネルを在来線と共用して走行するものであり、本州・北海道間

の交流を確保し、地域の振興を目指すという観点から、北海道新幹線に係る鉄道施設を本特例措置の対象と

するとともに、在来線の新線建設に係る特例措置と同様に新幹線の新線建設に係る特例措置との連乗規定が

必要である。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

 政策目標：６ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化 

 施策目標：２３ 整備新幹線の整備を推進する 

 政策目標：８ 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上 

 施策目標：２６ 鉄道網を充実・活性化させる。 

政策の 

達成目標 

青函トンネルの維持・活用を図り、本州・北海道間の交流を確保し、地域の振興を目指す。

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 期限の定めのない措置 

同上の期間中

の達成目標 

青函トンネルの維持・活用を図り、本州・北海道間の交流を確保し、地域の振興を目指す。

政策目標の 

達成状況 

 １日あたり旅客列車３３本、貨物列車５１本（※臨時列車含む）の列車が走行しており、本

州・北海道間の交流が確保されている。 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

１件（北海道新幹線） 

 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

本州・北海道間の交流を確保し、地域の振興が図られている。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

本特例措置については、他の税制上の支援措置はない。 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

鉄道防災事業費補助 １，６２０百万円（青函トンネル分） 

整備新幹線整備事業費補助 ７１，９５０百万円［新規着工区間の開業時期の前倒しについて

事項要求］ 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

上記の予算上の措置は、新幹線の施設整備や青函トンネルの防災対策についての投資負担を

軽減することにより当該整備及び対策を行いやすくするものである一方、本特例措置は当該施

設に係る固定資産税が多大なものとなること、当該施設を利用するＪＲ北海道の経営基盤が脆

弱であることに鑑み、本特例措置により固定資産税を軽減し、利用者負担を軽減することを目

的としている。 

要望の措置の 

妥当性 

青函トンネルに係る鉄道の整備は、国土開発及び地域振興に重要な意義を有する国家的なプ

ロジェクトであり、維持・活用を図ることは本州・北海道間の交流を確保し地域の振興に寄与

するものである。当該鉄道施設は公共的性格が非常に高い一方、大規模な資産であり、当該施

設に係る固定資産税が多大なものとなること、当該施設を利用するＪＲ北海道の経営基盤が脆

弱であることに鑑み、本特例措置により固定資産税を軽減し、利用者負担を軽減することは、

政策の達成のための手段として妥当である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

平成２２年度実績   青函：１，５５２百万円 本四：１，３８３百万円 

平成２３年度実績   青函：１，４６１百万円 本四：１，３１９百万円 

平成２４年度実績   青函：１，３８３百万円 本四：１，２５７百万円 

平成２５年度実績   青函：１，２８２百万円 本四：１，１９０百万円 

平成２６年度見込み  青函：１，２０６百万円 本四：１，１３９百万円 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

課税標準（固定資産の価格） １８７，４２１，５４６千円 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 

本州・北海道間の交流を確保し地域の振興が図られている。 

前回要望時の 

達成目標 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

－ 

これまでの要望経緯 

昭和６１年度税制改正要望（創設：特例率１／６、平成元年度より適用） 
平成９年度税制改正要望（拡充：JR北海道が取得し青函トンネルの用に供するもの、排水ポン

プ等を追加） 
平成１２年度税制改正（縮減：本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設のうち「詰所」を除

外） 
平成１６年度税制改正（縮減：本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設のうち「車庫」「工場」

「倉庫」を除外） 
平成１８年度税制改正（縮減：本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設のうち「ＪＲ北海

道が所有する鉄道施設」を除外） 
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